
平成３１年２月１日（金）
問 項目 質問内容 回答

1
委託予定金額の
件

①委託予定債権の未収期間とその件数と金額 　未収期間は１年以上経過、件数は６７０件、金
額は５８百万円。

2
②今回初委託分と現状委託済分の件数と金額 　今回初委託分は３４０件、１７百万円、　現状委

託済分は３３０件、４１百万円。

3

　上記①②の債権においてそれぞれ
未収発生後
ア．３年以上経過した件数と金額
イ．３年未満の件数と金額
をご教示ください。

　ア．①委託予定債権は２４０件、３１百万円、う
ち②今回初委託分はなく、全て現状委託済分。

　イ．①委託予定債権は４３０件、２７百万円、う
ち②今回初委託分は３４０件、１７百万円、現状
委託済分は９０件、１０百万円。

4

２（４）②アについ
て

　２口座分、預かり口座として新たに設けるとあ
りますが、口座名義「○○法人○○事務所」とな
りますがよろしいでしょうか。

　その口座が当機構からの債権回収業務のた
めに開設されたものであり、他の債権回収業務
などと別経理されることを目的とされていれば、
構わない。

5

２（４）③アについ
て

　口座の入金状況を示す書類について、現状
ネットバンクにて明細を出力し入金処理しており
ます。その際の「入出金明細照会」でも問題ない
でしょうか。

　当機構の指示する事項(債務者氏名、患者ＩＤ、
入金日付、入金額、入金方法、弁護士報酬、消
費税、未納残額など）が記載されていれば、貴所
の様式を使用することも可能である。なお、貴所
の様式を使用する場合は、業務開始前の協議
において様式を提示すること。

6

２（５）②について 　分納誓約書ですが、和解書にて取交し対応し
ております。ただ、突発入金があった場合は和
解書の取交しをしておりませんがよろしいでしょ
うか。

　突発入金が、一括納付であれば和解書を取交
す必要がないが、分割納付であれば和解書を取
交す必要がある。

7

３（９）Ⅳアについ
て

　受託実績について、守秘義務がある為ほとん
ど件数及び金額の開示ができませんがよろしい
でしょうか。※委託者名、件数、金額（数件程
度）、業務内容を実績として提出が可能です。

　明示できない受託実績については、受託者
数、受託金額、受託件数などの総数など、できる
限り分かるようにすること。

8

実施要綱２（３） 　今回の委託対象となる案件の総数をご教示く
ださい。
①総未納者人数
②総債権残高

　①３４０人、②５８百万円。

9

実施要綱２（３） 　委託対象となる案件の以下の人数（またはお
およその比率）をご教示ください。
①架電不能未納者数
②文書不送達未納者数
③未納者本人死亡数

　当機構では原則文書催告を行っているため①
は不明、②は５％、③は１％。

10

実施要綱２（３） 　対象案件の未収発生後の期間についてご教
示ください。
①未収発生後３年未満の未納者数と残高
②未収発生後３年以上の未納者数と残高
※消滅時効が援用される可能性を考慮し３年で
区切っています。

　①２３０人、２７百万円、②１１０人、３１百万円。

11

実施要綱２（４）①
イ

　調査業務は「債権の状況に応じ、居住先調査
は総債権残高１万円以上、相続調査は総債権
残高１０万以上を対象に受託者の判断で調査を
する」という判断でよろしいでしょうか。

　調査業務について、受託者の判断により実施
することとなるが、債権金額により条件や対応が
異なる場合には、その旨を具体的に提案するこ
と。

12

別紙　業務仕様書
４②ア・ウ

　「ア　時効援用の場合　債務者からの申立書」・
「ウ　債務者死亡かつ相続放棄の場合　相続放
棄申述受理証明書」を提出することとあります。
口頭にて時効援用をお伝えする場合、書面の提
出は不要と解釈してよろしいでしょうか。

　債務者から口頭で消滅時効の援用があった場
合、できる限り債務者から書面で時効援用の申
立書を提出してもらうこと。ただし、債務者からそ
の協力が得られないなどやむを得ない事情があ
る場合には、受託者が業務日誌などにその旨の
記録を残し、その写しを提出すること。
　債務者死亡かつ相続放棄の場合、相続人から
相続放棄申述受理証明書の提出をしてもらうこ
と。

13

別紙　業務仕様書
５①ア・ウ

　ア・ウの報告内容について、貴院専用のフォー
マットによる報告の必要があるのでしょうか。そ
れとも当方の報告形式でよろしいでしょうか。

　問５回答のとおり。

14
別紙　業務仕様書
５①イ

　定時報告に関して、「イ　指定口座の当該期間
の写し」はＷＥＢ口座の場合ネットで表示される
入金履歴で足りるでしょうか。

　債務者からの入金がその入金履歴で分かるの
であれば足りる。
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